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３ 社会教育と生涯学習の推進 

（１）青少年健全育成の推進 

 

➀ 本年度の目標 

ア 青少年教育の推進 

青少年が心身ともに健やかに成長できるよう、人権教育の視点も入れながら、学習機

会の提供や体験活動を推進するとともに、青少年活動の活性化を図るため、関係団体の

支援に努める。 

イ 青少年の非行防止の取組 

地域や関係機関と連携しながら、青少年の非行防止に努める。 

 

② 本年度の指示事項 

ア 青少年教育の推進 

事業実施の際には、これまでの取組で得た意見などを検証し、事業内容の工夫・改善

に努めること。また、子どもが参加しやすい魅力のある事業や、成長とともに行動範囲

や人間関係が広がっていく中高生にも参加しやすい事業を実施すること。 

イ 青少年の非行防止の取組 

関係機関と連携しながら啓発や防犯活動を実施すること。 

 

 

≪関連する取組（本年度の施策や事業）≫ 
○青少年教育事業の開催 

・親子体験学習 

・手話教室 

・アート教室 

○青少年指導員協議会主管事業の開催 

・青少年健全育成大会 

・夜間パトロール 

・青少年指導員協議会研修会 

・川柳の募集（小中高生対象） 

○「二十歳のつどい」の開催 
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